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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成30年11月22日(2018.11.22)

【公開番号】特開2017-81084(P2017-81084A)
【公開日】平成29年5月18日(2017.5.18)
【年通号数】公開・登録公報2017-018
【出願番号】特願2015-214300(P2015-214300)
【国際特許分類】
   Ｂ４１Ｊ   2/175    (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/01     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ４１Ｊ    2/175    １５３　
   Ｂ４１Ｊ    2/175    ５０３　
   Ｂ４１Ｊ    2/175    １２１　
   Ｂ４１Ｊ    2/175    １１３　
   Ｂ４１Ｊ    2/175    ２０１　
   Ｂ４１Ｊ    2/01     ３０３　

【手続補正書】
【提出日】平成30年10月12日(2018.10.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に液体を貯留することが可能な液体収納容器と、
　キャリッジ上に設けられ、内部に液体を貯留することが可能な液体収容部と、液体を吐
出する液体吐出部とを有するヘッドと、
　前記液体収納容器の内部に貯留された液体を前記液体収容部に供給する可撓性部材と、
を備え、
　前記可撓性部材は、流路接続部材を有し、
　前記流路接続部材は、挿入口と流路接続部材流路とを有する液体吐出装置であって、
　前記液体収容部の外壁面には、前記液体収容部の内側に向かう方向に窪む凹部が形成さ
れており、
　前記凹部の内部には、前記凹部の底面から前記液体収容部の外側に向かう方向に突出し
、挿入部に挿入される突出部が形成され、
　前記突出部の内部には、前記流路接続部材から前記液体収納容器への液体流路が存在し
ないことを特徴とする液体吐出装置。
【請求項２】
　前記液体収容部はケースと蓋部材とを有し、前記凹部が形成された前記液体収容部の外
壁面は、前記蓋部材の外壁面である請求項１に記載の液体吐出装置。
【請求項３】
　前記突出部は、前記液体収容部の前記外壁面の上面から突出していない請求項１または
２に記載の液体吐出装置。
【請求項４】
　前記突出部は、前記液体収容部の前記外壁面の上面から突出している請求項１または２
に記載の液体吐出装置。
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【請求項５】
　前記突出部は、前記凹部内での高さに対して、前記液体収容部の前記外壁面の上面から
突出している高さが、２０％以上、７０％以下である請求項４に記載の液体吐出装置。
【請求項６】
　前記突出部は、前記凹部内での高さに対して、前記液体収容部の前記外壁面の上面から
突出している高さが、３０％以上、５０％以下である請求項４に記載の液体吐出装置。
【請求項７】
　前記液体収容部の内部には液体を保持可能な保持部材が収納されており、前記凹部の底
面が前記保持部材を押圧している請求項１乃至６のいずれか１項に記載の液体吐出装置。
【請求項８】
　前記凹部を第１の凹部とし、前記第１の凹部とは異なり、前記液体収容部に液体が供給
される液体供給部が配置される凹部を第２の凹部としたとき、前記第１の凹部と前記第２
の凹部とは互いに独立して形成される請求項１乃至７のいずれか１項に記載の液体吐出装
置。
【請求項９】
　前記液体収容部の内部には液体を保持可能な保持部材が収納されており、前記液体収容
部には、前記液体吐出部に液体を供給する液体流路が形成され、前記液体流路には前記保
持部材とは異なるフィルターが配置され、前記フィルターは前記突出部が形成された凹部
の直下であって重力方向下方の位置にある請求項１乃至８のいずれか１項に記載の液体吐
出装置。
【請求項１０】
　前記キャリッジは、往復移動を行うことが可能に構成され、
　前記液体収容部には、前記突出部が形成された複数の凹部が前記フィルターよりも多く
の数あり、
　前記複数の凹部はキャリッジの往復移動する方向に沿った直線上に配置され、
　前記フィルターは、前記複数の凹部を結ぶ線に直交する線に対応する位置に配置されて
いる請求項９に記載の液体吐出装置。
【請求項１１】
　前記液体収容部の前記外壁面には前記凹部とは異なる第２の凹部が設けられ、前記第２
の凹部の底面から前記液体収容部の外側に向かって液体供給部が突出しており、前記液体
供給部には流路接続部材流路が挿入されており、前記液体供給部の内部には、前記流路接
続部材から前記液体収納容器への液体の流路が形成されている請求項１乃至１０のいずれ
か１項に記載の液体吐出装置。
【請求項１２】
　内部に液体を貯留することが可能な液体収容部と、液体を吐出する液体吐出部とを有す
るヘッドであって、
　前記液体収容部の外壁面には、前記液体収容部の内側に向かう方向に窪む凹部が形成さ
れており、前記凹部の内部には、前記凹部の底面から前記液体収容部の外側に向かう方向
に突出する突出部が形成されており、
　前記突出部の内部には、液体流路が存在しないことを特徴とするヘッド。
【請求項１３】
　前記液体収容部はケースと蓋部材とを有し、前記凹部が形成された前記液体収容部の前
記外壁面は、前記蓋部材の外壁面である請求項１２に記載のヘッド。
【請求項１４】
　前記突出部は、前記液体収容部の前記外壁面の上面から突出していない請求項１２また
は１３に記載のヘッド。
【請求項１５】
　前記突出部は、前記液体収容部の前記外壁面の上面から突出している請求項１２または
１３に記載のヘッド。
【請求項１６】
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　前記突出部は、前記凹部内での高さに対して、前記液体収容部の前記外壁面の上面から
突出している高さが、２０％以上、７０％以下である請求項１５に記載のヘッド。
【請求項１７】
　前記突出部は、前記凹部内での高さに対して、前記液体収容部の前記外壁面の上面から
突出している高さが、３０％以上、５０％以下である請求項１５に記載のヘッド。
【請求項１８】
　前記液体収容部の内部には液体を保持可能な保持部材が収納されており、前記凹部の底
面が前記保持部材を押圧している請求項１２乃至１７のいずれか１項に記載のヘッド。
【請求項１９】
　前記凹部を第１の凹部とし、前記第１の凹部とは異なり、前記液体収容部に液体が供給
される液体供給部が配置される凹部を第２の凹部としたとき、前記第１の凹部と前記第２
の凹部とは互いに独立して形成される請求項１２乃至１８のいずれか１項に記載のヘッド
。
【請求項２０】
　前記液体収容部の内部には液体を保持可能な保持部材が収納されており、前記液体収容
部には、前記液体吐出部に液体を供給する液体流路が形成され、前記液体流路には前記保
持部材とは異なるフィルターが配置され、前記フィルターは前記突出部が形成された前記
凹部の直下であって重力方向下方の位置にある請求項１２乃至１９のいずれか１項に記載
のヘッド。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の液体吐出装置は、内部に液体を貯留することが可能な液体収納容器と、キャリ
ッジ上に設けられ、内部に液体を貯留することが可能な液体収容部と、液体を吐出する液
体吐出部とを有するヘッドと、前記液体収納容器の内部に貯留された液体を前記液体収容
部に供給する可撓性部材と、を備え、前記可撓性部材は、流路接続部材を有し、前記流路
接続部材は、挿入口と流路接続部材流路とを有する液体吐出装置であって、前記液体収容
部の外壁面には、前記液体収容部の内側に向かう方向に窪む凹部が形成されており、前記
凹部の内部には、前記凹部の底面から前記液体収容部の外側に向かう方向に突出し、挿入
部に挿入される突出部が形成され、前記突出部の内部には、前記流路接続部材から前記液
体収納容器への液体流路が存在しないことを特徴とする。
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